
二ツ井出張所管内において、重要水防箇所合同巡視を行いま

した。この巡視は、水防活動上重要とされている箇所について、

国・県・市の職員と水防団が合同で現地状況を確認し、非常時

に適切な対応ができるように毎年実施しており、今年も管内計

１３箇所で巡視を行いました。
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※当出張所では、米代川河口から能代市二ツ井町までの米代川本川36.5km・支川藤琴川1.4kmを管理しています。

早川水門(能代地区)

富田用水樋管(二ツ井地区)

米代川の堤防には、洪水時に鉄製の扉を閉め切っ

て、川の水が農地や住宅側に逆流するのを防ぐ、樋

門・樋管・水門等の施設があります。これらの施設

について、毎月の点検や洪水時の操作を委嘱してい

る各施設の観測員さんと共に、操作時の支障や施設

の異常等について確認・対処するために年１回合同

点検を実施しています。

今回の点検で発見した支障・異常箇所については、

皆様の安心安全を守るため、早急に対応いたします。

樋門樋管合同点検

◀点検の様子

▼雪の重みで傾いた手すり

重要水防箇所合同巡視 ６月７日(火)実施

６月１日(水)､３日(金)､６日(月)の３日間実施

本巡視を通して、危険箇所への理解や箇所毎に適した水防工

法、非常時において正確な情報を入手する方法等、様々な知識

を各機関で共有することで、参加者一同、危機管理意識を高め

ることができました。

コラム

“同じ目的で設置されてい
るのに何故名前が違う
の？”という疑問があるか
と思います。(筆者もそうで
した)
・樋門＝ゲート(扉)が

大きい樋管
・水門＝堤防を分断して

設置する樋門

このように覚えていただけ
れば、幸いです。
(水門は堤防としての役割も
果たしているので、より強
固な構造となっています!!)

～樋門・樋管・水門の違い～
ひ

ひかんもん


